
JP 4825454 B2 2011.11.30

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　リーダライタ装置と、前記リーダライタ装置にアンテナ切替器を介して順次接続される
複数のループアンテナと、前記複数のループアンテナにそれぞれ前記リーダライタ装置か
ら対応するループアンテナを介して送信される信号に応答する識別用ＩＣタグが装着され
、前記複数のループアンテナの各通信可能領域内において、前記リーダライタ装置から前
記ループアンテナを介して送信される信号に応答する各物品に装着された物品管理用ＩＣ
タグと、前記リーダライタ装置が受信した前記物品管理用ＩＣタグ及び識別用ＩＣタグの
応答信号を処理する制御装置とを具備し、
　前記制御装置は、前記リーダライタ装置が前記識別用ＩＣタグの応答データを正常に読
み取ったかを判断し、前記識別用ＩＣタグの応答データを正常に読み取ったと判断した場
合にはディスプレイにタグ番号と共に判断結果を表示し、前記識別用ＩＣタグの応答デー
タを正常に読み取らないと判断した場合にはディスプレイにタグ番号と共に状態異常を表
示することを特徴とする非接触型リーダライタシステム。
【請求項２】
　請求項１に記載の非接触型リーダライタシステムであって、
　前記識別用ＩＣタグの識別用データと共にループアンテナの設置場所を示す位置情報を
対応付けて記憶することを特徴とする非接触型リーダライタシステム。
【請求項３】
　請求項１乃至請求項２の何れかに記載の非接触型リーダライタシステムであって、
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　前記識別用ＩＣタグのアンテナインダクタンスをループアンテナのアンテナインダクタ
ンスよりも小さい値に設定することを特徴とする非接触型リーダライタシステム。
【請求項４】
　請求項１乃至請求項３の何れかに記載の非接触型リーダライタシステムであって、
　前記識別用ＩＣタグのループアンテナの開口面積の設定データは、対応するループアン
テナからは読み取ることができるが、他のループアンテナからは読み取ることができない
ことを特徴とする非接触型リーダライタシステム。
【請求項５】
　請求項１乃至請求項４の何れかに記載の非接触型リーダライタシステムであって、
　前記ループアンテナは金属板の上に装着され、前記識別用ＩＣタグは、金属板とループ
アンテナとの間に設けられることを特徴とする非接触型リーダライタシステム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ＩＣタグを用いた非接触型リーダライタシステムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　ＩＣカードやＩＣタグを用いた非接触型リーダライタシステムは、一般にＲＦ－ＩＤシ
ステムと呼ばれており、物品管理システム、物流管理システム、交通カードシステム等に
実用化されている。
【０００３】
　上記ＲＦ－ＩＤシステムは、ＩＣチップにループアンテナを備えたＩＣタグと、このＩ
Ｃタグとの通無線信を行うリーダライタ装置により構成されている。上記リーダライタ装
置にはループアンテナが備えられ、このループアンテナによりＩＣタグ内のＩＣチップを
駆動する電力と質問データを常時または間欠的に送信し、この電力と質問データを受信で
きる範囲内、すなわち通信可能領域内にあるＩＣタグよりの応答データを得ている。また
、上記ＲＦ－ＩＤシステムにおいて、リーダライタ装置に複数のアンテナを接続し、複数
のＩＣタグとの交信を可能にし、あるいはＩＣタグとの交信の可能領域を拡張するように
したものが従来から一般に知られている（例えば、特許文献１－３参照。）。
【特許文献１】特開２００３－２５６７７９号公報
【特許文献２】特開２００１－１１８０３７号公報
【特許文献３】特開２００２－３５２１９８号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　上記のようにリーダライタ装置に複数のアンテナを設けた場合、設置時に各アンテナの
読取動作を確認する必要があるので、従来では各アンテナの通信可能領域に動作確認用の
ＩＣタグを配置して読取動作の確認を行い、動作不良の場合にアンテナの共振点等を調整
している。上記各アンテナは、それぞれ設置場所の条件に応じて共振点が変化するので、
設置時に読取動作を確認して共振点を最適の状態に調整している。しかし、上記従来の動
作確認方法では、各アンテナの通信可能領域に動作確認用のＩＣタグを配置しなければな
らないので、アンテナの動作確認及び調整に時間が掛かり、その自動化も困難であった。
【０００５】
　また、従来では、各アンテナに付された文字、記号もしくは色などにより、外観上で識
別可能とする処理を施し、作業者の目視によって各アンテナやそれに接続するケーブルが
正しい位置に設置されているかを確認している。しかし、作業者が目視によって個々のア
ンテナを確認するのでは、確認処理が面倒であり、かつ信頼性が低いという問題があった
。
【０００６】
　本発明は上記の課題を解決するためになされたもので、リーダライタ装置に複数のアン
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テナを接続し、各アンテナの通信可能領域毎にＩＣタグを検出するようにした場合におい
て、各アンテナによる読取動作の確認を確実且つ容易に行うことができ、しかも個々のア
ンテナを自動的に高精度で識別することができる非接触型リーダライタシステムを提供す
ることを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　第１の発明に係る非接触型リーダライタシステムは、リーダライタ装置と、前記リーダ
ライタ装置にアンテナ切替器を介して順次接続される複数のループアンテナと、前記複数
のループアンテナにそれぞれ前記リーダライタ装置から対応するループアンテナを介して
送信される信号に応答する識別用ＩＣタグが装着され、前記複数のループアンテナの各通
信可能領域内において、前記リーダライタ装置から前記ループアンテナを介して送信され
る信号に応答する各物品に装着された物品管理用ＩＣタグと、前記リーダライタ装置が受
信した前記物品管理用ＩＣタグ及び識別用ＩＣタグの応答信号を処理する制御装置とを具
備し、前記制御装置は、前記リーダライタ装置が前記識別用ＩＣタグの応答データを正常
に読み取ったかを判断し、前記識別用ＩＣタグの応答データを正常に読み取ったと判断し
た場合にはディスプレイにタグ番号と共に判断結果を表示し、前記識別用ＩＣタグの応答
データを正常に読み取らないと判断した場合にはディスプレイにタグ番号と共に状態異常
を表示することを特徴とする。
【０００８】
　第２の発明は、前記第１の発明に係る非接触型リーダライタシステムであって、前記識
別用ＩＣタグの識別用データと共にループアンテナの設置場所を示す位置情報を対応付け
て記憶することを特徴とする。
　第３の発明は、前記第１の発明又は第２の発明に係る非接触型リーダライタシステムで
あって、前記識別用ＩＣタグのアンテナインダクタンスをループアンテナのアンテナイン
ダクタンスよりも小さい値に設定することを特徴とする。
　第４の発明は、前記第１の発明乃至第３の発明の何れかに記載の非接触型リーダライタ
システムであって、前記識別用ＩＣタグのループアンテナの開口面積の設定データは、対
応するループアンテナからは読み取ることができるが、他のループアンテナからは読み取
ることができないことを特徴とする。
　第５の発明は、前記第１の発明乃至第４の発明の何れかに記載の非接触型リーダライタ
システムであって、前記ループアンテナは金属板の上に装着され、前記識別用ＩＣタグは
、金属板とループアンテナとの間に設けられることを特徴とする。
【発明の効果】
【０００９】
　本発明によれば、リーダライタ装置に接続される各アンテナにそれぞれ識別用ＩＣタグ
を設けることにより、アンテナの設置時など、動作確認用ＩＣタグを配することなく、ア
ンテナの動作確認及び調整を容易に行うことができる。また、アンテナの通信可能領域に
物品管理用ＩＣタグが存在しない状態においても、各識別用ＩＣタグの応答を確認するこ
とで各アンテナの運用状態を確認することができる。また、アンテナの通信可能領域に物
品管理用ＩＣタグが存在している場合、物品管理用ＩＣタグと識別用ＩＣタグの応答デー
タが共に読取られることで、上位制御装置側から物品管理用ＩＣタグが何れのアンテナの
通信可能領域内に存在しているのかを確認することもできる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１０】
　以下、図面を参照して本発明の実施形態を説明する。　
　（第１実施形態）
　図１は、本発明の第１実施形態に係る非接触型リーダライタシステムの基本的な構成を
示すブロック図である。　
　図１において、１１は非接触型リーダライタシステムの上位の制御装置で、例えば管理
者用ＰＣ（パーソナルコンピュータ）やサーバ等が使用される。上記制御装置１１には、
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リーダライタ装置１２が接続される。このリーダライタ装置１２は、例えば１３．５６Ｍ
Ｈｚ周波数帯を用いた電磁誘導型のものであり、ＩＣタグに対して保存情報の読出し処理
、書込み処理を行うことができる。上記リーダライタ装置１２には、アンテナ切替器１３
を介して複数のアンテナ例えばループアンテナ１４ａ～１４ｎが接続される。上記複数の
ループアンテナ１４ａ～１４ｎは、互いに影響することのない位置関係に設けられる。
【００１１】
　上記アンテナ切替器１３は、１台のリーダライタ装置１２に対して複数台接続すること
が可能である。上記リーダライタ装置１２は、制御装置１１の制御指令に従ってアンテナ
切替器１３を所定の間隔で順次切替え制御し、ループアンテナ１４ａ～１４ｎを時分割制
御する。このループアンテナ１４ａ～１４ｎは、例えば物品等に装着される物品管理用Ｉ
Ｃタグ１６と通信するためのアンテナである。この物品管理用ＩＣタグ１６には、装着さ
れる物品に関する情報が書込まれる。上記ループアンテナ１４ａ～１４ｎとして、開口面
積が例えば３００×３００ｍｍのものを使用した場合、ループアンテナ１４ａ～１４ｎと
物品管理用ＩＣタグ１６との通信可能距離は約３５ｃｍである。
【００１２】
　そして、上記各ループアンテナ１４ａ～１４ｎには、詳細を後述するように識別用ＩＣ
タグ１５ａ～１５ｎが装着される。この識別用ＩＣタグ１５ａ～１５ｎは、上記物品管理
用ＩＣタグ１６と同等の機能を有するもので、それぞれループアンテナ１４ａ～１４ｎに
対応した独自の識別用データが予め書込まれる。この識別用ＩＣタグ１５ａ～１５ｎの持
つ識別用データは、制御装置１１のデータベースに登録する。また、このデータベースに
は、識別用ＩＣタグ１５ａ～１５ｎの識別用データと共にループアンテナ１４ａ～１４ｎ
の設置場所を示す位置情報を対応付けて記憶させる。また、上記識別用ＩＣタグ１５ａ～
１５ｎには、外側表面にタグ番号を例えば印刷等により表示して作業者が識別できるよう
にする。
【００１３】
　上記識別用ＩＣタグ１５ａ～１５ｎは、アンテナ例えば小型のループアンテナを備えて
いるが、このループアンテナはリーダライタ装置１２のループアンテナ１４ａ～１４ｎよ
り低い感度に設定される。例えば識別用ＩＣタグ１５ａ～１５ｎのループアンテナの開口
面積をリーダライタ装置１２のループアンテナ１４ａ～１４ｎより十分に小さい値に設定
するか、あるいはアンテナインダクタンスをループアンテナ１４ａ～１４ｎより十分に小
さい値に設定する。通常、ＩＣタグはリーダライタ装置のループアンテナが発生する磁束
を一定量以上取り込んでそれを電力に換えて動作するが、識別用ＩＣタグが取り込む磁束
は発生する磁束のうちの極一部であるので、ループアンテナ１４ａ～１４ｎの読取性能が
著しく低下することはない。
【００１４】
　また、上記識別用ＩＣタグ１５ａ～１５ｎの設定データは、対応するループアンテナ１
４ａ～１４ｎからは読取ることができるが、他のループアンテナからは読取ることができ
ないようになっている。例えば図２に示すようにループアンテナ１４ａ、１４ｂに設けら
れた識別用ＩＣタグ１５ａ、１５ｂは、対応するループアンテナ１４ａ、１４ｂから設定
データを読取ることができるが、ループアンテナ１４ｂに設けられた識別用ＩＣタグ１５
ｂの設定データは、ループアンテナ１４ａ及びその他のループアンテナから読取ることが
できない。なお、上記識別用ＩＣタグ１５ａ～１５ｎは、ループアンテナ１４ａ～１４ｎ
が含まれるシステムとは別のリーダライタ、ループアンテナ（ハンディタイプなど）では
読取りが可能である。
【００１５】
　上記識別用ＩＣタグ１５ａ～１５ｎは、例えば図３に示すようにループアンテナ１４ａ
～１４ｎに装着される。図３は、ループアンテナ１４ａに対して識別用ＩＣタグ１５ａを
装着した場合の例を示したもので、（ａ）は全体の構成を示す斜視図、（ｂ）は要部断面
図である。また、その他のループアンテナ１４ｂ～１４ｎに対しても同様にして識別用Ｉ
Ｃタグ１５ｂ～１５ｎが装着される。
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【００１６】
　ループアンテナ１４ａは、図３（ａ）、（ｂ）に示すように金属板２１上に所定の間隔
ｄを保って装着されるもので、１ないし数回巻回して設けられる。上記金属板２１とルー
プアンテナ１４ａとの間隔ｄは、例えば数ｍｍ～数十ｍｍの範囲で設定される。また、識
別用ＩＣタグ１５ａは、金属板２１とループアンテナ１４ａとの間に設けられる。なお、
上記金属板２１としては、例えば導電性フィルムを用いて構成しても良い。金属板の付近
では磁束が弱められる（つまりインダクタンスが小さくなる）ので、ループアンテナ１４
ａの磁束を必要以上に取り込むことは無く、他のループアンテナ１４ｂ～１４ｎの磁束は
なおさら弱められて、これらのアンテナから読み取られる心配が無くなる。
【００１７】
　そして、上記ループアンテナ１４ａは、整合・バラン回路２２及び同軸ケーブル２３を
介してアンテナ切替器１３に接続される。上記同軸ケーブル２３としては、インピーダン
スが例えば５０Ωのものが使用される。
【００１８】
　次に上記実施形態の全体の動作を説明する。　
　リーダライタ装置１２のループアンテナ１４ａ～１４ｎを設置した際、最初に各ループ
アンテナ１４ａ～１４ｎの動作状態をチェックする。先ず制御装置１１からリーダライタ
装置１２に対し、ＩＣタグのデータ読取指令及びアンテナ切替の制御指令を出力する。リ
ーダライタ装置１２は、制御装置１１からＩＣタグのデータ読取指令が与えられると、上
記アンテナ切替の制御指令に従ってアンテナ切替器１３を切替え制御し、ループアンテナ
１４ａ～１４ｎを順次選択してＩＣチップ駆動電力及び質問データを出力する。上記アン
テナ切替器１３により最初にループアンテナ１４ａが選択されてリーダライタ装置１２に
接続される。従って、リーダライタ装置１２から出力されるＩＣチップ駆動電力及び質問
データがループアンテナ１４ａから誘導電波として出力され、識別用ＩＣタグ１５ａへ送
られる。
【００１９】
　識別用ＩＣタグ１５ａは、リーダライタ装置１２からループアンテナ１４ａを介して送
られてくるＩＣチップ駆動電力により内部のＩＣチップが動作し、予め内部メモリに記憶
設定されている識別データを質問データに応じて読出し、応答データとして出力する。
【００２０】
　上記識別用ＩＣタグ１５ａからの応答データは、ループアンテナ１４ａ及びアンテナ切
替器１３を介してリーダライタ装置１２へ送られる。リーダライタ装置１２は、識別用Ｉ
Ｃタグ１５ａからの応答データを受信すると復調して制御装置１１へ出力する。
【００２１】
　次に、リーダライタ装置１２は、アンテナ切替器１３を切替えてループアンテナ１４ｂ
を選択し、ＩＣチップ駆動電力及び質問データを識別用ＩＣタグ１５ｂに出力する。そし
て、リーダライタ装置１２は、識別用ＩＣタグ１５ｂからの応答データを受信すると、復
調して制御装置１１へ出力する。
【００２２】
　以下、同様にしてリーダライタ装置１２は、アンテナ切替器１３を切替えてループアン
テナ１４ａ、１４ｂ、…を順次選択し、ＩＣチップ駆動電力及び質問データを識別用ＩＣ
タグ１５ａ、１５ｂ、…に出力し、その応答データを受信すると復調して制御装置１１へ
出力する。
【００２３】
　制御装置１１は、リーダライタ装置１２が読取った識別用ＩＣタグ１５ａ～１５ｎから
の応答データをチェックし、識別用ＩＣタグ１５ａ～１５ｎに対する識別データの読取り
が正常に行われたか否かを判断し、その判断結果を図４に示すようにタグ番号と共にディ
スプレイ１８上に表示する。この場合、識別データの読取りが正常に行われなかった識別
用ＩＣタグに対しては、タグ番号と共に状態異常を表示する。なお、制御装置１１は、予
め識別用ＩＣタグ１５ａ～１５ｎの情報がデータベースに登録されているので、リーダラ
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イタ装置１２からＩＣタグの応答データが送られてくると、その応答データとデータベー
スの情報とを照合することにより、受信した応答データが識別用ＩＣタグ１５ａ～１５ｎ
からのものか、あるいは他のＩＣタグからのものかを容易に識別することができる。
【００２４】
　作業者は、制御装置１１のディスプレイ１８に表示されたチェック結果から状態異常の
タグ番号を確認し、その識別用ＩＣタグが装着されているループアンテナ１４ａ～１４ｎ
の共振周波数を調整する。すなわち、ループアンテナ１４ａ～１４ｎは、設置場所の条件
に応じて共振周波数が変化するので、ループアンテナの位置や形状等を微調整し、その共
振周波数を最適値に調整して識別用ＩＣタグ１５ａ～１５ｎに対する読取りが正常にでき
るようにする。
【００２５】
　作業者は、上記読取りが正常にできなかった識別用ＩＣタグ１５ａ～１５ｎに対するル
ープアンテナ１４ａ～１４ｎの調整を行った後、上記制御装置１１からリーダライタ装置
１２にＩＣタグのデータ読取指令及びアンテナ切替指令を出力させ、識別用ＩＣタグ１５
ａ～１５ｎに対するデータ読取りを再度実行する。制御装置１１は、リーダライタ装置１
２が読取った識別用ＩＣタグ１５ａ～１５ｎからの応答データをチェックし、識別用ＩＣ
タグ１５ａ～１５ｎに対する識別データの読取りが正常に行われたか否かを判断し、その
判断結果を上記したようにタグ番号と共にディスプレイ１８上に表示する。
【００２６】
　作業者は、制御装置１１のディスプレイ１８に表示されたチェック結果から識別用ＩＣ
タグ１５ａ～１５ｎに対する識別データの読取りが正常に行われたかどうかを再度チェッ
クし、全ての識別用ＩＣタグ１５ａ～１５ｎに対する識別データの読取りが正常に行われ
るようになると、ループアンテナ１４ａ～１４ｎの調整を終了する。
【００２７】
　上記ループアンテナ１４ａ～１４ｎの調整を終了すると、物品管理用ＩＣタグ１６を検
出する通常の動作モードに移行することができる。リーダライタ装置１２は、制御装置１
１からの制御指令に従ってアンテナ切替器１３を切替制御し、ループアンテナ１４ａ～１
４ｎを順次選択してＩＣチップ駆動電力及び質問データを出力する。この通常の動作モー
ドにおいても、各識別用ＩＣタグ１５ａ～１５ｎに対する識別処理が行われる。
【００２８】
　この状態で、図１に示したように物品管理用ＩＣタグ１６がループアンテナ１４ａ～１
４ｎの通信可能領域、例えばループアンテナ１４ｉの通信可能領域に入ると、ループアン
テナ１４ｉと物品管理用ＩＣタグ１６との間で通信が行われる。物品管理用ＩＣタグ１６
は、リーダライタ装置１２からループアンテナ１４ｉを介して送られてくるＩＣチップ駆
動電力により内部のＩＣチップが動作し、予め内部メモリに記憶設定されている識別デー
タを質問データに応じて読出し、応答データとして出力する。
【００２９】
　上記物品管理用ＩＣタグ１６からの応答データは、ループアンテナ１４ｉで受信され、
アンテナ切替器１３を介してリーダライタ装置１２へ送られる。このとき識別用ＩＣタグ
１５ｉの応答データもループアンテナ１４ｉ及びアンテナ切替器１３を介してリーダライ
タ装置１２へ送られる。リーダライタ装置１２は、物品管理用ＩＣタグ１６及び識別用Ｉ
Ｃタグ１５ｉからの応答データを復調して制御装置１１へ出力する。制御装置１１は、識
別用ＩＣタグ１５ｉからの応答データによって、ループアンテナ１４ｉにより受信された
データであることが確認できるので、その位置情報と共に物品管理用ＩＣタグ１６の応答
データをディスプレイ上に表示する。従って、作業者は、制御装置１１のディプレイに表
示された内容から物品管理用ＩＣタグ１６の現在位置及びデータ内容を確認することがで
きる。
【００３０】
　上記のようにループアンテナ１４ａ～１４ｎの通信可能領域内に物品管理用ＩＣタグ１
６が入ると、この物品管理用ＩＣタグ１６と対応するループアンテナ１４ａ～１４ｎとの
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間で通信が行われ、物品管理用ＩＣタグ１６の応答データ及び上記対応するループアンテ
ナ１４ｉに設けられている識別用ＩＣタグ１５ｉの応答データがリーダライタ装置１２へ
送られ、物品管理用ＩＣタグ１６の応答データの内容及び位置情報が制御装置１１のディ
スプレイに表示される。
【００３１】
　上記第１実施形態によれば、各ループアンテナ１４ａ～１４ｎにそれぞれ識別用ＩＣタ
グ１５ａ～１５ｎを一体的に設けているので、ループアンテナ１４ａ～１４ｎの設置時な
ど、動作確認用ＩＣタグを配することなく、ループアンテナ１４ａ～１４ｎの動作確認及
び調整を容易に行うことができる。また、ループアンテナ１４ａ～１４ｎの通信可能領域
に物品管理用ＩＣタグ１６が存在しない状態においても、各識別用ＩＣタグ１５ａ～１５
ｎの応答を確認することで、ループアンテナ１４ａ～１４ｎの運用状態を確認することが
できる。更に、ループアンテナ１４ａ～１４ｎの通信可能領域に物品管理用ＩＣタグ１６
が存在している場合、物品管理用ＩＣタグ１６と識別用ＩＣタグ１５ａ～１５ｎの応答デ
ータを同時に読取ることで、制御装置１１側から物品管理用ＩＣタグ１６が何れのループ
アンテナ１４ａ～１４ｎの通信可能領域内に存在しているのかを確認することができる。
【００３２】
　（第２実施形態）
　次に本発明の第２実施形態について説明する。　
　図５は、本発明に係る非接触型リーダライタシステムを用いて物品管理システムを構成
した場合の例を示したものである。リーダライタ装置１２には、上記第１実施形態の場合
と同様にアンテナ切替器１３を介して複数のループアンテナ１４ａ～１４ｎが接続される
。上記ループアンテナ１４ａ～１４ｎには、識別用ＩＣタグ１５ａ～１５ｎが一体的に装
着される。上記リーダライタ装置１２は、制御装置１１からの制御指令に従ってアンテナ
切替器１３を切替制御し、ループアンテナ１４ａ～１４ｎを順次選択する。
【００３３】
　そして、この物品管理システムにおいては、上記図３に示したように金属板２１上に識
別用ＩＣタグ１５ａ～１５ｎと共に設けたループアンテナ１４ａ～１４ｎを例えば物品収
納棚３１に設置する。上記物品収納棚３１に設置されたループアンテナ１４ａ～１４ｎの
位置情報は、各ループアンテナ１４ａ～１４ｎに設けられた識別用ＩＣタグ１５ａ～１５
ｎの識別データと対応させて制御装置１１のデータベースに登録する。
【００３４】
　また、管理する各物品３２には、その箱や品物等にそれぞれ物品管理用ＩＣタグ１６を
貼付する。上記物品管理用ＩＣタグ１６を貼付した物品３２は、物品収納棚３１に収納す
る。物品収納棚３１に物品３２を収納すると、この物品３２に貼付されている物品管理用
ＩＣタグ１６と予め物品収納棚３１に設置されているループアンテナ１４ａ～１４ｎとの
間で通信が可能になる。例えばループアンテナ１４ａ～１４ｎの開口面積が３００×３０
０ｍｍであった場合、各ループアンテナ１４ａ～１４ｎの上方約３５ｃｍの範囲が通信可
能領域となる。従って、物品収納棚３１に物品３２を収納することにより、各物品３２に
貼付されている物品管理用ＩＣタグ１６と物品収納棚３１に設けられているループアンテ
ナ１４ａ～１４ｎとの間で通信が可能になる。
【００３５】
　上記のように構成された物品管理システムにおいては、物品収納棚３１に収納した物品
３２について予め台帳を作成し、制御装置１１のデータベースに格納しておく。そして、
上記リーダライタ装置１２は、制御装置１１からの制御指令に従ってアンテナ切替器１３
を切替制御し、ループアンテナ１４ａ～１４ｎを順次選択して物品収納棚３１に収納され
ている物品３２の物品管理用ＩＣタグ１６と通信を行い、その応答データを読取る。また
、このときリーダライタ装置１２は、選択したループアンテナ１４ａ～１４ｎに設けられ
ている識別用ＩＣタグ１５ａ～１５ｎの識別データも読取り、復調して制御装置１１へ出
力する。
【００３６】
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　制御装置１１は、リーダライタ装置１２が読取った物品管理用ＩＣタグ１６及び識別用
ＩＣタグ１５ａ～１５ｎの応答データに基づいてデータベースを検索し、物品管理用ＩＣ
タグ１６の応答データを位置情報と共にディスプレイ１８に表示する。また、制御装置１
１は、ループアンテナ１４ａ～１４ｎにより読込んだ各物品管理用ＩＣタグ１６の応答デ
ータをデータベースに格納されている台帳によりチェックし、数量や在庫等を管理する。
【００３７】
　上記のように物品収納棚３１に収納されている物品３２を制御装置１１によりチェック
し、台帳と照合することにより数量や在庫等を管理することができる。
【００３８】
　上記第２実施形態では、非接触型リーダライタシステムを物品管理システムに利用した
場合について示したが、その他、例えば書籍管理システム、物流管理システム等に利用す
ることができる。
【００３９】
　上記書籍管理システムの場合には、例えば本の背表紙部分に物品管理用ＩＣタグ１６を
貼付して書籍棚に収納する。上記各物品管理用ＩＣタグ１６には、予め書籍情報を記憶さ
せる。また、書籍棚には、上記図５に示した第２実施形態と同様にループアンテナ１４ａ
～１４ｎを設置し、書籍棚に収納された書籍の物品管理用ＩＣタグ１６と通信できるよう
にする。
【００４０】
　そして、各書籍棚に設けられたループアンテナ１４ａ～１４ｎとリーダライタ装置１２
でリアルタイムに書籍の情報、及び各ループアンテナ１４ａ～１４ｎに装着されている識
別用ＩＣタグ１５ａ～１５ｎの識別情報を読取ることにより、どの本がどの棚にあるのか
、利用者が探している本の位置（書架及び棚）等を制御装置１１で把握することができる
。
【００４１】
　また、上記物流管理システムの場合には、物流用パレットに商品情報を書込んだＩＣタ
グを埋め込み、配送先等を制御装置１１により管理する。この場合、リーダライタ装置１
２は、例えばフォークリフト等に組み込み、上記物流用パレットに埋め込まれたＩＣタグ
と通信を行って配送先等を読込むようにする。　
　上記のように本発明に係る非接触型リーダライタシステムは、各種の管理システムに応
用することが可能である。
【００４２】
　なお、上記実施形態では、識別用ＩＣタグ１５ａ～１５ｎの識別情報を予め制御装置１
１のデータベースに登録することにより、識別用ＩＣタグ１５ａ～１５ｎと物品管理用Ｉ
Ｃタグ１６とを識別できるようにしたが、その他の方法で両者を識別できるようにしても
良い。例えばＩＣタグを構成するＩＣには、ユーザが自由に使用できるメモリが設けられ
ているので、このメモリの特定エリアに識別用フラグを書込むことにより、識別用ＩＣタ
グ１５ａ～１５ｎと物品管理用ＩＣタグ１６とを識別することが可能である。
【図面の簡単な説明】
【００４３】
【図１】本発明の第１実施形態に係る非接触型リーダライタシステムの基本的な構成図で
ある。
【図２】同実施形態における識別用ＩＣタグとループアンテナとの読取り関係を示す図で
ある。
【図３】同実施形態において、ループアンテナに対して識別用ＩＣタグを装着する場合の
具体的な構成例を示す図である。
【図４】同実施形態におけるループアンテナの動作確認を説明するための図である。
【図５】本発明の第２実施形態に係る物品管理システムの構成例を示す図である。
【符号の説明】
【００４４】
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　１１…上位の制御装置、１２…リーダライタ装置、１３…アンテナ切替器、１４ａ～１
４ｎ…ループアンテナ、１５ａ～１５ｎ…識別用ＩＣタグ、１６…物品管理用ＩＣタグ、
１８…ディスプレイ、２１…金属板、２２…整合・バラン回路、２３…同軸ケーブル、３
１…物品収納棚、３２…物品。

【図１】 【図２】

【図３】
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